
◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 若井 睦巳

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

・広報広聴協議会を議員全員（26名）で組織

されていることに、先ず驚いた。その下部組

織である広報部会12名、広聴部会が12名

で組織されている。

・「せとまちトーク」は市民からの意見を政策

資源としていくことを目指して、令和元年か

ら実施されている。常任委員会での研究課題

をテーマとして、市民との意見交換をする場

として、定期的に実施している。また、市民

からの多様な意見を幅広く聴くため、テーマ

を設けず意見交換をするグループを設ける

こともあるとのこと。

・単に要望を聴く場ということではなく、政策

資源を得る場として活用されている。

・南丹市では、「出前でおしゃべり青空議会」

や「議会報告会」で、市民の皆さんからの意

見などを聴かせてもらっている。それらを市

民の声として、まだ十分に生かし切れていな

いという現実がある。今回の視察を受け、広

報公聴委員会内でしっかりと議論していき

たいと考える。

・「ふれあいトーク」と名付けた報告会＆意見

交換会を開催されている。

・2月に実施される議会報告会では、採決前

の新年度予算について市民と意見交換を

し、市民の意見を予算審議に反映させると

いうことをされている。画期的な取組であ

ると感じる。市民にとっても、予算審議に

参加しているという思いになり、議会に対

する関心も増えるのではないかと考える。

・市民からの意見については、全てホームペー

ジに掲載している。

・「議会だより」の編集に関しては、我々のや

り方と大きく異なるところはなかった。

・「議会広報クリニック」などの研修を実施し、

わかりやすく、読みやすい工夫を日々続け

ておられる。

・他市の取組については、刺激になること、参

考になることが多い。今後の広報広聴委員

会の活動にどのように役立てていくか、し

っかりと議論していきたい。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 河野 啓介

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて



・議会の企画として参加を呼びかけることが

責任につながるので、参加者の発言に対して

は誠実に対応することが重要。そこが遅れる

と単なる「パフォーマンス」として受け取ら

れることもある。

・紙面構成など、客観的な視点によるチェッ

クが必要で、広く意見を聞くためのシステム

構築がもとめられる。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 塩貝 孝之

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

・議員全員参加の広報広聴協議会を設置し、

その枠組みの中に広報部会と広聴部会が置

かれている。

・やわらかい感じの、告知チラシを作成し各

所に配布するとともに、議員も街頭等で手配

りされている。

・常任委員会ごとにテーマを検討し、意見交

換会のテーマに設定されている。

・政策検討会議（現在休止中）を立ち上げ、

市民との意見交換会を起点とした政策サイ

クルを実施されている。

・ケーブルテレビやラジオまたYouTube等

のSNSを活用した積極的な議会情報の発信

をされている。

様々な情報提供をいただいたり、情報交換

をさせていただきましたが、特に上記の項目

において、本市でもすぐに取り組めるもの、

検討は必要だが取組み可能なものとして、委

員会、部会で議論を進めるべきであると考え

ます。

岩倉市の人口は約４８０００人ですが、議

員定数は１５人と、本市より少ない議会であ

りました。そんな中でも、議会サポーター制

度の導入や常任委員会の録画配信、また議会

報告会を２月に開催し、議会の予算審議前に

市民の声を聞く機会を設けるなど、非常に先

進的な取組みをいち早く実施されておりまし

た。議会報告会や意見交換会でいただいた意

見は議会基本条例推進協議会で協議され全員

で共有し、取り入れられるものはすぐに取り

入れるという姿勢の元、個人の一般質問等で

も意見を活用されていました。本市では、出

前でおしゃべり青空議会等で多くの意見をい

ただきますが、意見の有効活用についてのル

ール整備が追いついていない部分がありま

す。今回の視察において感じたのは、議会一

丸となって多様な意見を取り入れていくとい

う姿勢は非常に大切であり。岩倉市の取組み

方は大いに参考になりました。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 吉田 尋子

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

瀬戸市は市民と議会の意見交換会である「せ

とまちトーク」を令和元年から実施されていま

す。

市民からの意見を政策資源としていくこと

を目指し、常任委員会での研究課題をテーマに

し、市民の方に意見交換をしていただくこと

で、より深い意見を聴取することができている

とのことです。

ただ、多様な意見も聴くべきとのことから、

テーマを設けず意見交換をするグループも設

けておられます。

意見を政策資源とするために、政策検討会

議を行い、課題を分析、取捨選択し、優先順位

をつけ、委員会に送付し、委員会では調査研究

を行い、また検討会議に報告するという、サイ

クルを作り、最後まで徹底的に生かしていく点

も貴重でした。意見交換会は要望だけを聴く場

ではなく、政策資源を得る場、共に夢を語る場

であるとの広報部副会長の言葉にその思いを

感じたところです。せとまちトークの告知は、

議会だより、議会ホームページだけでなく、

SNS、TⅤ、ラジオ、チラシと多様でした。

本市の議会報告会でも広く市民のご意見を

聴き、次の一歩に進められるよう取り組んでい

かなければと思いました。

岩倉市では平成30年度から「岩倉市議会

サポーター」を設置し、市民から、議会の運

営に対する意見を広くいただき、市議会の円

滑かつ民主的な運営促進を目的にサポーター

の応募を行なっておられます。

住民基本台帳から18歳以上

85歳以下の市民を6段階に分け、年代ごと

に無作為に人口割合から500人を抽出し、個

人宛に応募のお願いを送付。

実際には20人前後のサポーターが決まり

①市議会や委員会を傍聴し会議の運営につい

て意見や提言を提出

②議会だよりや議会ホームページへの意見の

提出

③議員との意見交換会への出席

④議長からお願いするアンケートへの回答

に取り組みます。

又、広く意見を聴くため、「ふれあいトーク」

と名付けた報告会&意見交換会を開いておら

れます。

その中でも2月に行われた「きてちょ〜議

会報告会」では、採決前の新年度予算につい

て議論し、市民の意見を議員の予算審査に反

映するという、画期的なものです。新年度予

算事業についてはホームページから見ること

ができ、投稿フォームや郵送、FAXでも意見



を送ることができます。

さまざまな機会を捉え、市民の皆さんの声

を生かしていこうとする姿勢に感心するとと

もに、何か一つでも南丹市実現していきたい

です。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 下間 康広

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

瀬戸市は面積111.4Ｋ㎡、人口が12万７

千人。瀬戸物が有名な市である。

本市との大きな違いは、広報広聴協議会と

いう大きなくくりがあり、その中で、理事会・

広報部会・広聴部会に分かれて活動されている

事だと感じた。メリットとしては、全員が参加

する協議会があるおかげで企画立案に対し広

報・広聴部会との連携がとれやすいのではと感

じました。そういった体制がある事によって年

２回開催されている「せとまちトーク」で市民

からいただいたご意見を

・広聴部会（開催立案・意見集約）➡・政策検

討会（優先順位付け・割り振り）➡・常任委

員会（調査研究・議員間討議）➡・政策検討

委員会（協議結果の共有）➡・広聴部会へと

いった流れで、議会全体として受け止めをさ

れており、各常任委員会からの意見書や政策

提言に反映されており、非常に勉強になりま

した。

本市でも、いただいた意見が反映される活

動・仕組みが必要だと強く感じた視察となりま

した。

岩倉市は面積10.4Ｋ㎡、人口４万７千人の

市である。議員定数１５名でそのうち８名が

議会広報委員会に所属され活動をされてい

る。

特徴としては、「市議会サポーター制度」を

導入され、民意の集約に努められていること

だと思いました。市議会サポーター制度とは、

無作為に選んだ５００人の市民に案内を送

り、意向があればサポーター登録をしてもら

い市政や議会に対して、意見をいただくとい

う制度。毎定例会翌月にはサポーターとの意

見交換会を開催し、市民の声の集約に努めら

れていた。また、サポーター制度とは別に予

算・決算審議前に行う「議会報告会」の開催や、

市民の方や各種団体との「ふれあいトーク」な

どを通じて、積極的に広聴活動に取り組まれ

ていたのはとても印象的でした。

また、本会議の中でも「市民の声として…」

と紹介されることもあるらしく、まさに市民

の声が伝わる活動だと思いました。

本市議会でも、声が伝わり届くような広報

広聴の取り組みになるよう参考にしていきた

いと感じました。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 樋口 浩之

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

瀬戸市の特徴的な取り組みは「せとまちトー

ク」という市民と議会との意見交換会の開催

である。

一人でも多くの市民参加を実現するため、告

知方法も工夫されており、参加しやすくカジ

ュアルにデザインされた告知のチラシを議員

自ら街頭配布することで、少しずつ市民参加

を増やされてきたとのことであった。

また特筆すべきは、市民との対話から得られ

た情報を政策サイクルとして、議会内で段階

的に検討し、また市民にフィードバックし、

また検討するといったサイクルが構築されて

いることである。

このような取り組みも開始当初は、市民から

出てくる意見も要望ばかりで、建設的な議論

までは至らなかったとのことであるが、全て

の議員がファシリテーションのトレーニング

を受けるなどの取り組みで「他人の意見を尊

重する」「全員から意見を徴収する」「前向き

な発言」等を話し合いの最初に説明すること

で建設的な話し合いの場を持つことができる

ようになってきたとのことであった。

市民との対話だけにとどまらず、職員との対

話、また議員同士の対話においても「ファシ

リテーション」の技術は重要であると考える。

本市議会においても取り入れる必要のあるも

岩倉市の特徴はコミュニケーションを大切に

しているとのことで、今回の視察においても、

ほぼ議員全員が参加してくださり、議員同士

お互いの自己紹介からスタートした。

このように瀬戸市では市内外に対して、コミ

ュニケーションを重要視されており、市民と

のコミュニケーションにおいては「議会サポ

ーター制度」という珍しい広報広聴の取り組

みについて説明をいただいた。この制度は無

作為に抽出された500人に議会サポーター

参加の依頼を送付し、その中から毎年２０人

前後の市民にサポーターとして議会に参加し

てもらうというものである。「議会サポータ

ー」の主な役割は議会の傍聴からはじまり、

議員との意見交換やアンケートへの回答など

がある。

また「ふれあいトーク」という取り組みにお

いては、「小学６年生」「若者」「外国人ママ」

「商工会」など、対象者を絞り込むことで、

より深く話し合える手法を取り入れていると

のことであった。対象者を属性別に絞って話

し合う取り組みは、本市においても有効的で

あると考えるものであり、是非取り入れてい

きたい。

また議会において予算が議論される３月定例

会の直前である２月に、あえて議会報告会を



のであり、話し合いの円滑化を進めるファシ

リテーション研修は早急に実現させたい取り

組みである。

開催するという取り組みは市民にとって非常

に関心をよせやすく開かれた議会の実現を体

現するような取り組みであると感じた。

また、わかりやすく、よみやすくをテーマに

した広報活動や議会子ども向けWebページの
開設なども、是非取り入れたい取り組みであ

る。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 堤 博明

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

広報広聴委員会として市民の意見や要望を聞

く事で、住みよいまちづくりの実現を目指し

市政に反映できるよう、さまざまな取り組み

を行っている愛知県瀬戸市へ視察研修に伺

い、せとまちトークについて説明を受けまし

た。10年前から議会報告会をされていました

が、当初は報告のみで市民の意見を聞くこと

はなかったようで、反響が悪く改善されてき

ました。瀬戸市では全議員が参加した広報広

聴委員会を構成されております。せとまちト

ークは年２回の５月・１１月に開催されてお

り、多くの方に参加いただくための工夫をさ

れていました。

内容はテーマごとの課題について意見交換を

行うグループとフリートークのグループで構

成し若者や子育て世代の参加もあり、幅広い

世代の意見を聞いておられたことが印象的で

した。特にテーマを決めたグループは課題解

決やアイデアなどを深掘りし、充実した意見

交換になったようです。

結果として成功例だけでなく失敗例も教えて

いただき大変参考になりました。本市でも情

報共有した内容を精査し市民の意見を今以上

に反映できるよう取り組んでまいります。

岩倉市議会では市議会サポーター制度を設け

ており、サポーター制度は無作為に抽出した

方に案内をして応募された方が採用され、基

本的に「会議を傍聴し当該会議の運営に関す

る意見書を提出」「議会だより及び市議会ホー

ムページに関する意見書を文書で提出」「議長

が依頼した市議会の運営に関する調査事項に

回答」「意見交換会に参加」など市民が自主的

に可能な限り行うもので強制はありません。

私的には市議会に一般の方が参加し多様な意

見をいただくことで、市民の意見が反映され

る市政運営になると感じました。

また、ふれあいトークについては若者・外国

人・商工会・農業・PTAなどの分野ごとに意

見交換会を開催されテーマを絞ることにより

充実した意見交換をされています。フリート

ークについても進行役の調整で皆さんの意見

を集約され、出来るだけその場で返答されて

おり、迅速な対応だと感じました。

議会だよりの編集については、議会だよりが

見やすく読みやすい工夫もされ多くの市民に

興味を持っていただく努力が感じられまし

た。意見の中で子供でも読めるページが無い

とのことで、子供でも読めるように言葉やイ

ラストを多く使い、少しでも興味を持っても

らう努力が印象的でした。



前日に続き多くの事を学ばせていただきまし

た。人口や面積的な違いはありますが、本市

でも市民の方が参加しやすく開かれた議会運

営に努めてまいりたいと思います。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 平田 聖治

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

●瀬戸市議会広報広聴協議会（平成28年5月設置）

■広報広聴協議会理事会（メンバー：10名）

会長（副議長）、副会長（部会長）（2名）

副部会長（2名）、議会運営委員会正副（2名）

議会活性化推進特別委員会正副（2名）、議長

＜広報部会＞

会員数12名、部会長1名（副会長兼務）

副部会長1名

所掌事務

① 議会だよりの編集に関する事項

② 議会ホームページに関する事項

③ その他議会の広報に関する事項

＜広聴部会＞

会員数12名、部会長1名（副会長兼務）

副部会長1名

所掌事務

① 議会報告会と市民との意見交換会に関す

る事項

② 傍聴者アンケートに関する事項

③ その他議会の広聴に関する事項

●市民との意見交換会を起点とした政策サイ

クル

① 市民との意見交換会（8カ所で開催）

＜広聴部会＞

・意見交換会の開催

・提出された意見等の集約

●岩倉市議会サポーター制度について

平成29年、市町村アカデミーの議員研修

で埼玉県戸田市議会の市議会モニター制度を

知り、その後、長野県飯綱町議会の議会だよ

りのモニター制度や政策サポーター制度の研

究を経て、平成30年に「岩倉市議会サポー

ター制度」として開始。

◆制度概要

平成30年度に「岩倉市議会サポーター」

を設置し、議会運営に関する要望、提言その

他の意見を広く聴取し、議会運営に反映させ、

議会の民主的な運営を推進している。

〇サポーターの任期および募集方法

サポーターの任期は、8月1日から翌年

7月31日までの1年間で、再任を可として

いる。募集は無作為抽出および公募による

方法。

〇サポーターの現時点の主な役割

サポーターの現在の主な活動は、定例会の

翌月に開催するサポーターと議員との意見

交換会に出席いただいている。そこで、傍聴、

録画配信、市議会だよりなどを通して見た

議会活動について意見をいただくほか、フリ

ートークを行っている。また、「サポーターの

声」という制度により、議会に対する率直な

意見や感想を随時受け付けている。提出した



・政策検討会議への意見等の送付

② ＜政策検討会議＞（入口）

・市民意見の取捨選択、優先順位付け

・各常任委員会への割り振り

・必要に応じ全員協議会終了後等に開催

・座長は議長 全議員で協議

③ ＜常任委員会＞

・他の調査研究事項との優先順位付け

・調査事項の研究

・予算、決算審査

・議員間討議（自由討議）

・政策提言・条例制定

・政策検討会議への報告（経過・結果）

＜分野別意見交換会＞

・委員会自らが設定した課題や政策検討会

議から割り振られた課題等について調査

研究を行うに当たり、必要に応じその課

題に関係する各種団体等と行う

④ ＜政策検討会議＞（出口）

・各常任委員会の経過報告・協議結果を

共有

・全議員で意見交換

・広聴部会への報告

⑤ ＜広報部会＞へ フィードバック

⑥ 市民との意見交換会（8カ所で開催）

●せとまちトークにおける想定していた政策

サイクル（オリジナル）

① せとまちトーク（5月・11月）

市政に対するさまざまな意見

② [政策検討会議]

・取捨選択

・優先順位付け

・常任委員会へ送付

③ [常任委員会]

・課題設定

④ 調査・研究

・行政視察

・各種団体との意見交換等

⑤ 政策提言等

⑥ [政策検討会議]

進捗状況・結果報告の共有

※市民と議会の意見交換会から条例制定に

結びついた事例があった。

（行政視察資料より）

サポーターが「サポーターの声」に対して

回答を求めることもできる。

「サポーターの声」は定例会ごとに区切り、

回答が求められている意見については回答を

作成し、意見交換会の場でサポーター全体に

提示している。その後、ホームページ上で

公表している。

●市議会だより編集方針

◆基本方針

定例会および臨時会(以下「定例会等」と

いう。)に提出された議案、代表質問、一般質

問、意見書、決議等を主体に構成し、審議の

結果だけでなく、経過および質疑内容に触れ、

特に市民に関係の深いものを重点的に取り

上げるように配慮する。また、写真、注釈等

を用いて市民に分かりやすい構成とする。

（行政視察資料より）

＜所感＞

岩倉市では、広く市民の意見を聴くために

「ふれあいトーク」の開催や「岩倉市議会

サポーター制度」を活用して、サポーターを

設置している。本市においてもいろいろな

意見はあると思いますが、検討することも

必要ではないでしょうか。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 山 下 秋 則

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

１．はじめに

瀬戸市（人口５８千人、面積１１１㎢）は、

名古屋市の北東約２０㎞に位置し、名古屋市

のベッドタウン。古くから焼き物のまちとし

て栄え、日本の「六古窯」の一つ「瀬戸焼」（日

本遺産）で有名。

瀬戸市議会では、議会基本条例に基づき、

「せとまちトーク」として、市民との意見交

換会を開催し、出された意見等を議会の政策

形成等に繋げていく取り組みを活発に実施さ

れていることから、南丹市議会の広聴活動の

充実と意見を施策に繋げていく仕組みの手掛

かりを得るため視察した。

２．取り組みの現状

市民との意見交換会である「せとまちトー

ク」は、瀬戸市議会基本条例に基づき実施さ

れているもので、議員が市内の各地域に出向

き、議会活動の状況を報告するとともに、議

会や市政に対する市民からの意見を聴取する

ことにより、市長等の執行機関に対する議会

の監視機能、政策形成機能の向上を目的に実

施されている。

意見交換会は、原則５月・１１月の年２回

開催。全議員（２６人）を４班に分けて市内

８地区で実施。開催の周知は、市や議会の広

１．はじめに

岩倉市（人口４７千人、面積１０㎢）愛知

県の北西部に位置し、名古屋市まで私鉄の特

急で１０分程度というベッドタウン。

岩倉市議会では、全国的に余り例のない「議

会サポーター制度」を設け、議会への市民参

加に取り組んでいるほか、市民との意見交換

会「議会ふれあいトーク」を実施するなど、

議会基本条例に基づく議会機能の活発化に取

り組まれていることから、南丹市議会の広聴

活動の充実に向けた手掛かりを得るため視察

した。

２．取り組みの現状

「議会サポーター制度」は、岩倉市議会基

本条例に基づき、「市民からの要望、提言その

他の意見を広く聴取し、議会運営に反映させ

る」ことを目的に平成30年に設けられた制

度。１８歳以上の市民から年代別に無作為に

選ばれた市民や公募による市民で構成され、

定員は100名以内となっているが、実数は２

０名程度。

サポーターの役割は、本会議や常任委員会

等を傍聴して、意見や提言をペーパーで提出

することや、議員との意見交換会に出席して、

意見や感想を述べることなど。任期は１年で、



報紙、市のホームページや議会のフェイスブ

ックなどに掲載するほか、自治会等を通じて

案内している。

瀬戸市議会では、意見交換会で出されたさ

まざまな意見等を議会の政策形成に生かすた

めに、次のような政策サイクルを運用してい

る。

ます、出された意見等は、広聴部会で集約

され、議員全員からなる「政策検討会議」に

諮られ、意見の取捨選択、優先順位付けなど

を行い、所管の常任委員会に割り振られる。

その後は、各常任委員会での扱いとなり、

所管の他の調査研究事項との優先順位付けな

どの整理を行い、必要に応じて調査・研究や

委員会での審査などを実施。委員会としてま

とまる場合は政策提言などに繋げていく。

各常任委員会での対応後は、再度、政策検

討会議を開き、各委員会の報告・協議結果を

全議員で共有し、広聴部会にその結果を報告

することとしている。

最後は、広聴部会が、以後の意見交換会で、

政策検討会議でのまとめを報告する仕組み

で、このサイクルを繰り返すことで、議会の

機能の一層の発揮・向上を目指している。こ

の政策サイクルによって、全会一致で「自転

車の活用推進に関する条例」の制定を実現し

たとのことである。

しかしながら課題もあるとのことで、議員

全員が参加して意見の取捨選択、優先順位付

けを行う政策検討会議を開いても何も意見が

出ないなど機能していないことから、現在、

特別委員会で、政策検討会議の在り方やサイ

クルの一部見直しなどを検討しているとのこ

とである。

広聴に基づく政策形成以外の取り組みとし

ては、議員全員からなる「広報広聴協議会」

を設置し、広報部会と広聴部会に分かれて、

それぞれ活動していることである。また、広

報広聴活動の全体の企画立案や両部会の調整

などを行う広報広聴協議会理事会を設け、協

議会の活動を推進する役割を担っている。

３．まとめ

瀬戸市議会の広報広聴活動は、広報広聴の

希望により継続される市民もある。

サポーターから出された意見等は、必要に

応じて常任委員会に回され、当該委員会で検

討。検討結果は、サポーターに報告され、市

議会だよりや議会ホームページを通じて公表

される仕組みとなっている。また、意見、提

言等で、取り入れられるものは施策として実

現しているとのことであった。

市民との意見交換会である「議会ふれあい

トーク」は、決算報告の時期である１０月と

予算に向けての２月の年２回実施されてい

る。ふれあいトークで出された意見等は、議

会基本条例推進協議会（議員全員からなる協

議会）で協議され、必要に応じて議長を通じ

て市長等に文書等で提出されたり、議員が

個々に一般質問で取り上げたりして、出され

た意見等を議会で生かしているとのことであ

った。

また、予算を審議する３月議会に向けて２

月に実施するふれあいトークは、新年度予算

における新規や主要事業の一部を事前に公表

し、市民から意見を募集。寄せられた意見等

を踏まえ、ふれあいトークで意見交換すると

ともに、その後、予算を審査する「財務常任

委員会」（南丹市議会の予算特別委員会に該当

するもの）で各議員が質問に生かすこととし

ている。珍しい取り組みである。

３．まとめ

議会の広聴機能の充実を更に進め、議会を

市民により身近なものとするために、岩倉市

の「議会サポーター制度」は、有用で検討に

値する取り組みと考えるが、南丹市議会での

導入には、その基盤として、広聴の実施体制

の整備・充実にまず取り組むことが必要と考

える。

また、「議会サポーター制度」や「「議会ふ

れあいトーク」は、議会基本条例にしっかり

と位置づけられている取り組みである。これ

は、岩倉市の前日に視察した瀬戸市も同様で

あった。南丹市議会においては、議会基本条

例の検証が課題となっており、その際の重要

な課題として取り組むことが必要と考える。



充実として、議会基本条例に明確に位置づけ

られており、議員全員が、広報又は広聴活動

に関わる仕組みとなっていることが、南丹市

議会の広報広聴の取り組みと大きく異なる点

である。

南丹市議会の場合は、議会基本条例で、市

民との情報共有や議会活動の報告などに取り

組むことなどは規定されているものの、広報

広聴活動としての明確な位置づけはない。

また、南丹市議会の広報広聴活動を担う「広

報広聴委員会」（委員１０人）は、瀬戸市議会

と同様に自治法第100条の第12項を根拠に

議会会議規則で定められているものの、全議

員で構成するものではなく、さらに、広聴部

会は２人で企画運営を担っている状況であ

る。

さらには、ここ数年、南丹市議会では、「出

前でおしゃべり青空議会」や「学生との意見

交換会」「南丹未来会議」など、広聴活動に力

を入れているが、そこで頂いた市民の意見・

要望をどの場でどのように扱っていくのか、

制度としての請願や要望・陳情との扱いの関

係をどう整理するのか、さらには、政策提言

等に結び付けていくには、どのようにすれば

いいのか―などが課題となっている。

今回、瀬戸市議会の議会基本条例に基づく

広報広聴活動の位置づけや、広聴活動を政策

形成に繋げていく仕組み、全議員体制の広報

広聴活動などは、大いに参考となり、生かし

ていかなければならないと実感した。



◇ 行 政 視 察 報 告 書 ◇

≪提出者氏名≫ 小中 昭

委員会名 広報広聴委員会

委 員 名

［委 員 長］ 若井 睦巳 ［副委員長］ 河野 啓介

［副委員長］ 塩貝 孝之 ［委 員］ 吉田 尋子

［委 員］ 下間 康広 ［委 員］ 樋口 浩之

［委 員］ 堤 博明 ［委 員］ 平田 聖治

［委 員］ 山下 秋則 ［委 員］ 小中 昭

視 察 先 愛知県瀬戸市 愛知県岩倉市

視 察 日 令和６年１１月１３日（水） 令和６年１１月１４日（木）

視察時間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 午前１０時００分 ～ 午前１１時３０分

調査事項 ・「せとまちトーク」の取組みについて
・議会の広報広聴活動について

・議会だよりの編集について

行政視察を

終えて

＊「せとまちトーク」の取組みは、令和元年

11月から実施されている。８地区で開催さ

れ１５４名の参加で、ワークショップ形式で

市民からの意見聴取をされた。基本的には５

月１１月と年２回開催されている。令和２年

はコロナ禍で中止されている。

＊せとまちトークにおける政策サイクルは、せ

とまちトークで出た市政に対する様々な意

見は【政策検討会議】で取捨選択し優先順位

をつけ常任委員会に送られる。【常任委員会】

では課題を設定し、行政視察や各種団体との

意見交換などを実施し政策提言などする。そ

の政策提言などを再度【政策検討会議】で進

捗状況や結果報告を共有し政策サイクルさ

れている。

＊せとまちトークで出た意見から、条例制定

に結び付いた事例もある。

◎瀬戸市議会では広報広聴協議会は全議員で

構成。その下に広報部会・広聴部会があり、

広報広聴協議会の会長と議長は部会には加わ

っていない。

本市においても広聴部会の人数を増やすべき

では。

＊平成３０年から、市民の皆様から議会運営

に対する意見を広くいただき、議会の円滑か

つ民主的な運営促進を目的に「岩倉市議会サ

ポーター」を設置されている。サポーターは

１８歳以上の市民を年代別に無作為で５０

０人に応募をお願いし１年の任期で委嘱さ

れている。

ふれあいトーク（報告会・意見交換会）は、

若者・外国人ママ・農業委員会・PTA・子育

てママ・商工会等と意見交換会を実施されて

いる。

報告会は１０月の決算と２月の予算時の年２

回実施。特筆すべきは、２月の予算前の実施

で出た市民からの意見は、一般質問で市民か

らの意見として質問されている。

＊議会だよりの編集は本市と大きく変わりは

ないが、県の主催の広報クリニックには全委

員が参加されている。


